
監査告示第２１号

令和３年１０月６日

鹿児島市監査委員 内  山     薫

同        小  迫  義  仁

同        片  平  孝   市

同        奥  山  よしじろう

令和３年度定期監査（第２回工事監査）の結果に関する報告について（公表）

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき実施した定期監査の結果に

関する報告について、同条第９項の規定により公表します。

記

１ 監査の基準

この監査は、鹿児島市監査基準に基づいて実施した。

２ 監査の種類

地方自治法第１９９条第１項及び第２項の規定に基づく財務監査及び行政監査

３ 監査の対象

(1) 対象局部課

環境局    環境部    環境衛生課

資源循環部  資源政策課  北部清掃工場 南部清掃工場

健康福祉局  福祉部    地域福祉課 吉田保健福祉課

こども未来局        こども政策課 保育幼稚園課

産業局    農林水産部  農政総務課 農地整備課 谷山農林課

中央卸売市場 魚類市場

観光交流局  観光交流部  観光プロモーション課 観光振興課 スポーツ課

建設局    建設管理部  管理課 公園緑化課 河川港湾課

     都市計画部  都市景観課 区画整理課 吉野区画整理課

              谷山都市整備課

       建築部    住宅課 建築課 設備課

       道路部    道路建設課 道路維持課 谷山建設課



消防局           総務課

交通局           電車事業課

水道局    水道部    水道整備課 水道管路課 配水管理課

下水道部   下水道建設課 雨水整備室 下水処理課

教育委員会  管理部    施設課 文化財課

       教育部    保健体育課

(2) 対象範囲

令和３年３月から同年５月までを工期とする請負工事及び設計等業務委託３９８件の中

から、抽出した６０件に３件を追加した別紙に掲げる合計６３件の工事等を対象とした。

なお、工期延長により５月以降に完成したもの１件を含む。

４ 監査の着眼点

工事等の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼にし、次の項目について

監査を行った。

また、組織及び運営等に関し、その適正及び効率性・能率性の確保等の観点も加味した。

（１）計画（２）設計（３）積算（４）契約（５）施工等（６）検査（７）その他

５ 監査の主な実施内容

本市監査基準に基づいて工事等の事務手続き、計画、設計、積算、施工、検査などについ

て関係書類を調査し、必要に応じて現地調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取する

などの方法により実施した。

６ 監査の実施場所及び日程

(1) 実施場所

監査事務局及び工事現場

(2) 実施日程

令和３年７月１日から同年１０月６日まで

７ 監査の結果

対象工事等については、設計図書及び関係書類を調査するとともに、現地調査を行った結

果、おおむね適正に事務処理等がなされていた。

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、指導事項として各所属長に別途指示

した。

各局部の監査結果は次のとおりであった。



【土木工事等】

(1) 環境局 環境部及び資源循環部所管 道路部及び資源循環部発注

指摘事項なし

(2) 産業局 農林水産部所管 農林水産部発注

指摘事項なし

(3) 建設局 建設管理部、都市計画部及び道路部所管 建設管理部、都市計画部及び道路

部発注

指摘事項なし

(4) 交通局 交通局所管 交通局発注

    指摘事項なし

(5) 水道局  水道部及び下水道部所管 水道部及び下水道部発注

    指摘事項なし

(6) 教育委員会 管理部所管 道路部発注

    指摘事項なし

【建築・設備工事等】

(1)  環境局 資源循環部所管 資源循環部発注

   指摘事項なし

(2)  健康福祉局 福祉部所管 建築部発注

   指摘事項なし

(3)  こども未来局 こども未来局所管 建築部発注

   指摘事項なし

(4)  産業局 中央卸売市場所管 建築部発注

指摘事項なし

(5)  観光交流局 観光交流部所管 建築部発注

指摘事項なし

(6)  建設局 都市計画部及び建築部所管 都市計画部及び建築部発注

    指摘事項なし

(7)  消防局 消防局所管 建築部発注

    指摘事項なし

(8)  交通局 交通局所管 交通局発注

   指摘事項なし

(9)  水道局 水道部及び下水道部所管 水道部及び下水道部発注

    指摘事項なし



(10) 教育委員会 管理部及び教育部所管 管理部及び建築部発注

   指摘事項なし

［参考］

監査の結果における指摘事項等の区分は次のとおり

区  分 基  準

指導事項 改善又は是正を要するが、内容が比較的軽微で指摘事項に至らないと認め

られるもの

指摘事項 法令、条例、規則等に違反しているもの及び法令等に違反はないが指摘す

べき事項であると認められるもの

意見 改善について検討を求めるもの



監査工事等件名一覧表
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33 件  　請負工事　30件 設計等業務委託 3件

　(土木工事等)

対　象　局　 　　工　　　　　　事　　　　　　名　　　　　　等

環境局
草牟田墓地法面整備工事

準用河川椛木ケ宇都川改修工事（その４）

郡山中央地区５－３号線ほか１線道路舗装工事

牟礼岡団地地域下水道汚水管路その他整備工事

産業局
団体営村づくり交付金事業西部第一地区工事（繰３１－２工区）

城西２１号線側溝整備工事

谷山地区農道補修工事（その５）

建設局

比志島本線道路改良工事（その２）

坂之上西５号線ほか１線舗装補修工事

直木春山中央線舗装補修工事（その１）

県単急傾斜地崩壊対策事業（千年４地区）ほか２地区測量設計業務委託

上村線道路災害防止工事

谷山駅周辺地区宅地整地（その７）ほか区画道路築造（その７）工事

皇徳寺団地６号線歩道整備工事

伊敷肥田公園（仮称）整備工事

野呂迫川雨水貯留施設補修工事

宮坂一倉線道路改良工事（その１２）

脇田川河床掘削工事（１２工区）

奥之宇都線道路改良工事（その６）

奥之宇都線道路改良工事（その７）

奥之宇都線道路舗装工事

交通局 鹿児島駅前停留場整備事業に伴う軌道施設新設工事

水道局

錦江処理場撤去関連業務委託

桜ヶ丘送水管布設工事（その３）

改良６１工区配水管布設工事

松陽台配水池流入弁改良工事ほか設計業務委託

谷山第三地区３号・４号水路接続部整備工事

 別　紙

単第２工区汚水管路施設工事

教育委員会 史跡鹿児島紡績所跡整備工事

小　　計

整備３２工区配水管布設工事

皇徳寺グランド公園樹木整備工事

警察学校南線舗装補修工事（その１）

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（丸尾地区）工事（その２）



　(建築・設備工事等)
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30 件  　請負工事　 27件 設計等業務委託 3件

対　象　局 　　工　　　　　　事　　　　　　名　　　　　　等

リサイクルプラザ３号棟ほか空気調和その他設備改修工事

監査工事等件名一覧表

吉田福祉センター照明その他改修電気設備工事

坂之上福祉館外壁改修その他工事

環境局
リサイクルプラザ本館軽量物コンベヤ整備工事

春日保育園ほか１保育園照明その他設備改修電気設備工事

建設局
みなと大通り公園平面噴水施設機械設備改修工事

星ケ峯住宅２１号棟ほか２棟屋上防水改修工事

産業局 鹿児島市中央卸売市場魚類市場周辺施設解体本体設計業務委託

観光交流局

平川動物公園コアラ舎増築本体工事

鹿児島中央駅東口駅前広場観光案内所（仮称）新築本体工事

こども未来局
和田第四・第五児童クラブ新築本体工事

健康福祉局

鹿児島中央駅東口駅前広場観光案内所（仮称）新築冷暖房その他設備工事

鹿児島中央駅東口駅前広場観光案内所（仮称）新築電気設備工事

鴨池公園多目的屋内運動場空気調和設備改修電気設備工事

平川動物公園コアラ舎増築空気調和その他設備工事

坂元福祉館外壁改修その他工事

交通局 鹿児島駅前停留場整備事業に伴う信号設備新設及び仮設撤去工事

水道局

伊敷台ポンプ所送水ポンプ設備工事

伊敷台ポンプ所電気設備工事

南部処理場ほか改良工事実施設計業務委託

消防局

小　　計

教育委員会

和田小学校プール新築本体工事

和田小学校プール新築電気設備工事

和田小学校プール新築給排水衛生設備工事

西陵小学校ほか１校冷房設備改修設備設計業務委託

鴨池小学校ブロック塀ほか改修工事

鹿児島女子高等学校通路舗装工事

中央本署内部改修その他本体工事

中央本署給排水衛生設備改修工事

中央本署空気調和設備その他改修電気設備工事

中央本署空気調和設備改修工事
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